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請求番号  P9907 文書番号  98 年代   文政 8 年（1825 ） 

史料名  規定書の事 

形 態  竪紙 複 製  あり ・ なし  （ デジタル画像 ） 

備 考 寄託の古文書（増田公平家文書）、 HP「演習ぐんまの古文書入門」NO48に掲載 

史料概要 

本文書は文政 8 年（1825）2 月、吾妻郡原町（現、東吾妻町）の惣百姓が取り決めた博

奕・賭けの諸勝負に関する規定書、すなわち村議定（農民が村の運営のために定めた掟）

である。内容は、博奕・賭けの勝負をした者や賭博場を催した者の役所への通報、博奕

をした者と同様に組合の者へも罰金刑を科すこと、通報者に対する褒美など、三か条に

わたって規定していることがわかる。 

指導要領

との関連 

＜中 歴＞ B－（３）－ア－（エ） 幕府政治の展開 

＜高歴総＞ A－（２）－ア－（ア） 資料に基づいて歴史が叙述されていることを理

解すること 

＜高日探＞ C－（２）－イ－（ア） 資料を通して考察し、仮説を表現 

活 用 例 

活用単元  「日本史探究」Ｃ 近世の日本と世界（2）歴史資料と近世の展望 

 

活用場面 

 

 

 

活用方法 

 

 

 

 

 

予想される

生徒児童の

反応など 

 

江戸時代の「幕藩体制の動揺」を学習する場面の導入部分で活用。または、社会の変動

や幕府の政治改革、新しい学問・思想の動きなどと関連させ、幕府の政治が次第に行き

詰まりをみせたことを追究する場面で活用。 

 

釈文と語句解説、当該史料を合わせて提示し、この史料が出された背景をグループ（あ

るいはペア）で考察させ、意見をまとめ発表させる。その際には図説の大御所政治の記

述（関東取締出役）や、農村の変容の所を参考にさせる。そして、農村の治安悪化を背

景に 1805 年関東取締出役や 1827 年に寄場組合が関東地方で置かれ、治安の強化がは

かられたことにつなげていく。さらに国定忠治の話などを紹介する。 

 

博打などの賭け事の禁止や役所への通報、罰金などの内容から、農村の治安が悪化して

いることに気づくことができると考えられる。また、農民に博打ができるような現金収

入が生まれたことにも気づかせることができる。 

史料画像 裏面参照 
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規定書の事（P9907 98） 文政 8 年 

 

 

解説 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


